
より良い対面販売をめざして 2 019
秋 号
1 4 8

2 ——特集　
景品表示法  最近の規制の動向と押さえておきたいポイント
　法律の概要と、近年の行政処分の動向

　表示のポイントを理解し、危機管理体制を整えよう　
　松田知丈 弁護士

8——ダイレクトセリングＱ＆Ａ 　監修：高芝利仁 弁護士

ネットで見た全自動洗濯機の分解洗浄を、
金額を決めずに電話で依頼した場合、特商法の適用はあるのか

10——インフォメーション・JDSAダイアリー 2019
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景
品
表
示
法
の
沿
革

景
品
表
示
法
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当

表
示
防
止
法
：
昭
和
37
年
法
律
第
１
３
４

号
）
は
１
９
６
２
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

制
定
の
背
景
と
し
て
、
昭
和
20
年
代
後

半
か
ら
の
景
品
付
販
売
の
拡
大
や
、
１
９

５
７
年
の
ニ
セ
牛
缶
事
件
等
の
虚
偽
・
誇

大
表
示
な
ど
、
不
当
に
顧
客
を
誘
引
す
る

不
公
正
な
取
引
の
横
行
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
不
当
に
顧
客
を
誘
引
す
る
行

為
を
防
止
す
る
た
め
、
同
法
は
「
私
的
独

占
の
禁
止
及
び
公
正
な
取
引
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

公
正
な
競
争
を
確
保
し
、
一
般
消
費
者
の

利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

と
し
て
制
定
さ
れ
、
公
正
取
引
委
員
会
が

所
管
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
72
年
に

「
都
道
府
県
知
事
へ
の
権
限
付
与
（
調
査

権
限
・
行
政
指
導
権
限
）」、
03
年
に
「
不

実
証
広
告
規
制
の
導
入
」
と
い
っ
た
改
正

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

09
年
、
景
品
表
示
法
の
所
管
は
、
新
た

に
創
設
さ
れ
た
消
費
者
庁
へ
と
移
管
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、目
的
条
文
は「
一

般
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な

選
択
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の

制
限
及
び
禁
止
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

14
年
改
正
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

体
制
構
築
が
義
務
化

13
年
秋
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お

い
て
、
メ
ニ
ュ
ー
表
示
が
実
際
に
使
用
さ

れ
て
い
る
材
料
と
異
な
る
と
い
う
事
件
が

問
題
に
な
り
ま
し
た
。「
芝
エ
ビ
の
ソ
テ

ー
」
と
あ
る
の
に
バ
ナ
メ
イ
エ
ビ
が
使
わ

れ
て
い
た
、「
松
阪
牛
の
ス
テ
ー
キ
」
と

あ
る
の
に
異
な
る
牛
肉
が
使
わ
れ
て
い
た

と
い
っ
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
問
題
を
受
け
て
、
景
品
表

示
法
は
２
０
１
４
年
6
月
と
11
月
の
2
回

に
渡
っ
て
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

6
月
改
正
の
柱
は
、
⑴
行
政
の
監
視
指

導
体
制
の
強
化
と
、
⑵
事
業
者
の
表
示
管

理
体
制
の
強
化
の
2
本
で
す
。

⑴
で
は
、
①
事
業
所
管
大
臣
等
へ
の
調

査
権
限
の
委
任
、
②
都
道
府
県
知
事
の
権

限
の
強
化
で
、
監
視
指
導
体
制
が
国
と
地

方
の
両
面
か
ら
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
都
道

府
県
知
事
に
は
、
従
来
か
ら
の
調
査
権
限

と
行
政
指
導
権
限
だ
け
で
な
く
、
新
た
に

措
置
命
令
等
の
権
限
も
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

⑵
で
は
、「
事
業
者
は
景
品
類
の
提
供

及
び
表
示
に
関
す
る
事
項
を
適
正
に
管
理

す
る
た
め
に
必
要
な
整
備
そ
の
他
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制

の
構
築
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

事
業
者
は
不
当
な
表
示
等
を
未
然
に
防

法
律
の
概
要
と
、近
年
の
行
政
処
分
の
動
向

（
公
社
）
日
本
訪
問
販
売
協
会
は
、
本
年
度
の
事
業
計
画
の
な
か
の
「
事
業
者
向
け
教
育
啓
発
事
業
」
の
1
つ
と
し
て
、
製
品
等
に
関
す
る
行
き
過

ぎ
た
広
告
表
示
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
活
動
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
「
景
品
表
示
法
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
目
的
で
年

3
回
程
度
の
「
広
告
表
示
研
究
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、本
年
度
は
、適
正
な
広
告
表
示
に
必
要
な
関
係
法
令
（
セ
ミ
ナ
ー
概
要
等
）の
情

報
を
協
会
全
体
で
共
有
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

最
近
の
規
制
の
動
向
と

押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト

景
品
表
示
法



※この記事は、消費者庁の以下のパンフレットを参考に作成しました。
①消費者庁『事例でわかる景品表示法―不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック（平成28年7月改訂）』
　 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
②消費者庁『よくわかる景品表示法と公正競争規約（平成30年3月改訂）』
　 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180320_0001.pdf

図表2．国及び都道府県による「景品表示法に基づく法的措置」…件数の推移 *   （2019年7月31日現在）

年　度
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

合 計
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

国
措  置  命  令 *1 52 12 20 28 37 45 30 13 27 50 46 15 375件

課徴金納付命令 *2 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 19*3 20 5 45件

都    道     府     県 *4 21 26 36 22 29 64 3 3 1 8 9 3 225件

〈出典〉消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」（2019年8月30日）
https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_190829_0001.pdf

【表内注】*1：平成21年8月末日までは公正取引委員会における排除命令件数。平成21年9月1日以降は消費者庁における措置命令件数。
*2：課徴金納付命令は、平成28年4月1日施行の改正景品表示法により導入。
*3：平成29年度の課徴金納付命令の1件は、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、同30年12月21日に取り消された。
*4：平成26年11月末日までは指示件数。平成26年12月1日以降は措置命令件数（平成26年度の措置命令件数は0件）。

図表1．景品表示法の概要

❖（1条）目的
商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者
による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることによ
り、一般消費者の利益を保護することを目的とする

❖不当な表示と過大な景品類の提供は、不当な顧客誘引として禁止

❖違反行為に対する（7条1項）措置命令と、（8条）課徴金納付命令

❖（10条・11条）被害回復 :事業者が所定の手続きに沿って自主返金を行った場合の課徴金の減額等

★（26条）事業者が景品類の提供及び表示に関する事項を適正管理するための体制等を整備する義務（7つの指針）

❖(30条） 適格消費者団体の差止請求権等

❖(31条） 公正競争規約：消費者庁長官及び公正取引委員会が認定する業界自主規制

（5条）不当表示の禁止
・表示とは＝事業者が商品・サービスの内容、取引条件について行う広告等の表示
（パンフレットや説明書、テレビ CM、ウェブサイト等）
①（5条1号）優良誤認表示の禁止
品質、規格その他の内容についての不当表示
a.実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示
b.事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に

示す表示
⇒（7条2項）不実証広告規制
効果・性能に優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁に求められて、事業
者が提出した資料において、合理的な根拠がないとされた場合や、 資料を提
出しない場合は、不当表示とみなされる

②（5条2号）有利誤認表示の禁止
価格その他の取引条件についての不当表示
a.実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
b.競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に

誤認される表示
③（5条3号）
・取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、

内閣総理大臣が指定する表示の禁止

（4条）景品類の制限及び禁止
・景品類とは＝商品・サービスの取

引に付随して、相手方に提供され
る物品、金銭等の経済上の利益

①一般懸賞による景品類の提供制限
・商品・サービスの利用者に対し、く

じ等の偶然性、特定行為の優劣等
によって景品類を提供すること（最
高額・総額の限度額）

②共同懸賞による景品類の提供制限
・商品やサービスの利用者に対し、

商店街や一定の地域内の事業者
が共同して景品類を提供すること

（最高額・総額の限度額）
③総付景品の提供制限
・懸賞によらず、商品・サービスの利

用者や、来店者に対し、もれなく
景品類を提供すること（最高額の
限度額）

①景品表示法の考え方の周知・啓発 ⑤表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）を定めること
②法令遵守の方針等の明確化 ⑥表示等の根拠となる情報等を事後的に確認するために必要な措置を採ること
③表示等に関する情報の確認 ⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
④表示等に関する情報の共有

図表3．国による「景品表示法に基づく法的措置」近年の件数と内容
2016年度 (H28) 2017年度 (H29) 2018年度 (H30)

Ⅰ.課徴金納付命令の件数 1件 19件 *1 20件
Ⅱ-1.措置命令と指導の合計 165件 229件 262件

措 置 命 令 27件 50件 46件
指 導 138件 179件 216件

Ⅱ-2.措置命令と指導の内容
 　①商品役務別の内訳 2016年度 (H28) 2017年度 (H29) 2018年度 (H30)

食 品 65件 72件 76件
被 服 品 15件 18件 47件
住 居 品 15件 18件 27件
教 養 娯 楽 品 16件 30件 15件
教 養 娯 楽 サービス 7件 19件 19件
保 健 衛 生 品 8件 12件 20件
土 地・ 建 物・設 備 2件 1件 4件
上 記 以 外 37件 59件 54件

合　　計 165件 229件 262件
　②関係法条の内訳

　 第5条第1号（優良誤認） 97件 122件 155件
　 第5条第2号（有利誤認） 51件 85件 90件
　 第5条第3号（指定告示） 12件 12件 14件

合　　計 *2 160件 219件 259件
〈出典〉・消費者庁「景品表示法の運用状況及び表示等の適正化の取組」の平成30年度版（2019年6月25日公表）

・同29年度版（2018年6月15日公表）
・同28年度版（2017年6月30日公表）

【表内注】*1：平成29年度の課徴金納付命令の1件は、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、同30年12月21日に取り消された。
*2：「②関係法条の内訳」の合計が、措置命令と指導の合計件数と一致しないのは、関係法条が2以上にわたる事件があるため。
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止
す
る
た
め
に
、
そ
の
規
模
や
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
等
に
応
じ
て
、
指
針
で
示

さ
れ
た
７
つ
の
項
目
に
つ
い
て
具
体
的
な

措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図
表

1
★
）。

そ
し
て
、
事
業
者
が
正
当
な
理
由
な
く

こ
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
消
費
者
庁
長
官
は
当
該
事
業
者

に
指
導
・
助
言
、
勧
告
（
勧
告
に
も
従
わ

な
い
と
き
は
公
表
）
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

11
月
改
正
の
目
玉
は
「
課
徴
金
制
度
」

の
導
入
で
す
。
不
当
表
示
を
防
止
す
る
観

点
か
ら
、
課
徴
金
対
象
行
為
を
し
た
事
業

者
に
対
し
て
経
済
的
な
不
利
益
を
課
す
制

度
で
す
。

た
だ
、
消
費
者
の
被
害
回
復
を
促
進
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
事
業
者
が
所
定

の
手
続
き
に
沿
っ
て
消
費
者
へ
の
返
金
措

置
を
実
施
し
た
場
合
に
、
課
徴
金
額
か
ら

そ
の
返
金
相
当
額
を
減
額
す
る
と
い
っ
た

制
度
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

国
に
よ
る
近
年
の
処
分
動
向

近
年
の
行
政
処
分
の
動
向
を
み
る
と
、

18
年
度
の
国
に
よ
る
措
置
命
令
件
数
は
46

件
で
前
年
度
の
50
件
か
ら
減
少
し
た
も
の

の
、
19
年
度
も
4
カ
月
間
で
15
件
と
前
年

度
並
み
の
状
況
で
す（
図
表
2
）。こ
の「
措

置
命
令
」
に
「
行
政
指
導
」
を
加
え
た
件

数
は
17
年
度
２
２
９
件
、
18
年
度
２
６
２

件
と
2
年
連
続
で
２
０
０
件
超
と
高
止
ま

り
し
て
い
ま
す
（
図
表
３
・
Ⅱ
|

1
）。

ま
た
「
措
置
命
令
と
指
導
の
内
容
」
を

み
る
と
、
18
年
度
の
「
商
品
役
務
別
の
内

訳
」
は
多
い
順
に
「
食
品
」「
被
服
品
」

で
し
た
。「
関
係
法
条
の
内
訳
」
は
、「
優

良
誤
認
」「
有
利
誤
認
」
の
順
で
、
こ
の

順
位
は
16
年
度
か
ら
不
動
で
す（
図
表
３
・

Ⅱ
|

２
、
図
表
1
）。

留
意
す
べ
き
点
は
次
頁
か
ら
の
セ
ミ
ナ

ー
概
要
を
、
処
分
事
例
は
７
頁
の
参
考
事

例
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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違
反
に
よ
る
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
い

ま
ず
、
景
品
表
示
法
に
違
反
す
る
と
、

ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
生
じ
る
の
か
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。
代
表
的

な
も
の
は
四
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
消
費
者
庁
や
都
道
府
県
に
よ

る
行
政
処
分
で
す
。「
措
置
命
令
」
と
「
課

徴
金
納
付
命
令
」
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち

ら
か
一
方
で
は
な
く
両
方
を
受
け
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

二
つ
目
は
、
違
反
企
業
の
社
名
が
公
表

さ
れ
る
こ
と
で
す
。
行
政
処
分
を
受
け
る

と
、
消
費
者
庁
や
都
道
府
県
の
W
E
B

サ
イ
ト
に
社
名
が
公
表
さ
れ
、
実
際
の
違

反
広
告
も
掲
載
さ
れ
ま
す
。
そ
の
広
告
に

タ
レ
ン
ト
を
使
っ
て
い
る
場
合
、
顔
を
隠

さ
ず
に
載
り
ま
す
の
で
、
タ
レ
ン
ト
か
ら

ブ
ラ
ン
ド
価
値
の
毀
損
に
よ
っ
て
損
害
を

被
っ
た
と
し
て
ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。

三
つ
目
は
、
消
費
者
団
体
に
よ
る
違
反

行
為
の
差
止
め
と
社
名
の
公
表
で
す
。
景

品
表
示
法
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
も
企

業
に
対
し
て
差
止
め
を
求
め
る
権
利
を
与

え
て
い
ま
す
。
適
格
消
費
者
団
体
と
は
、

不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
の
利
益
を
擁

護
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
差
止
請
求
権
を

行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
適
格
性
を
有
す

る
消
費
者
団
体
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の

認
定
を
受
け
て
い
る
団
体
で
す
。
本
年
6

月
末
現
在
、
全
国
に
21
団
体
あ
り
ま
す
。

四
つ
目
は
、
購
入
者
か
ら
の
返
金
請
求

で
す
。
企
業
が
行
政
処
分
を
受
け
た
後
に
、

そ
れ
を
知
っ
た
消
費
者
が
返
金
請
求
を
し

て
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ

ど
触
れ
た
消
費
者
団
体
（
そ
の
中
で
も
特

定
適
格
消
費
者
団
体
）
か
ら
返
金
を
求
め

ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
処
分
や
返
金
請
求
が
企
業
に
与

え
る
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
、
過
去
に
は
経
営

ト
ッ
プ
の
引
責
辞
任
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク（
評

判
ま
た
は
風
評
）
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

近
年
は
規
制
が

ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
傾
向

景
品
表
示
法
は
、
今
後
ま
す
ま
す
規
制

が
厳
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
理
由
の
一
つ
が
、
行
政
等
の
執
行
体

制
の
強
化
で
す
。

消
費
者
庁
で
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
直

し
、
打
消
し
表
示
に
関
す
る
実
態
調
査
報

告
書
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
後
述

す
る
不
適
切
な
注
記
の
仕
方
や
、
取
締
り

の
指
針
と
な
る
も
の
が
公
表
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
平
成
26
年
6
月
か
ら
、
国
だ
け

で
な
く
、
都
道
府
県
に
も
措
置
命
令
権
限
、

資
料
要
求
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
触
れ
た
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る

差
止
請
求
も
体
制
の
強
化
の
現
れ
で
す
。

も
う
一
つ
が
、
課
徴
金
制
度
の
導
入
で

す
。
こ
れ
ま
で
は
措
置
命
令
だ
け
だ
っ
た

の
が
、
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
課
徴
金

納
付
命
令
も
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
課
徴
金
の
額
は
、
対
象
商
品
の
売

上
額
の
3
％
で
、
こ
れ
を
国
庫
に
納
め
ま

す
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
課
徴
金

を
納
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
個
々
の
消
費

者
か
ら
の
返
金
請
求
を
免
れ
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
（
た
だ
し
、
別
に

個
々
の
消
費
者
に
返
金
す
れ
ば
課
徴
金
を

免
れ
る
と
い
う
制
度
も
あ
り
ま
す
。
課
徴

金
の
減
免
制
度
と
し
て
は
、
ほ
か
に
自
主

申
告
と
い
う
制
度
も
あ
り
ま
す
。
各
制
度

の
趣
旨
を
事
前
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
）。

判
断
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
般
消
費
者
。

口
頭
説
明
も
表
示
に
含
ま
れ
る

次
に
、
景
品
表
示
法
が
ど
う
い
っ
た
判

表
示
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
し
、

危
機
管
理
体
制
を
整
え
よ
う
　

● 

松
田
知
丈
弁
護
士

本
年
7
月
4
日︵
木
︶
に
開
催
し
た
﹁
第
1
2
4
回
消
費
者
相
談
担
当
者
講
習
会
﹂
の
講
義
概
要
を
お
伝
え
し
ま
す
︒
今
回
は
︑
松
田
知
丈
弁
護
士
に
︑

﹁
景
品
表
示
法
の
最
近
の
動
向
を
踏
ま
え
て
︑表
示
担
当
者
が
押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
﹂
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
︒︵
ま
と
め
編
集
部
︶
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断
枠
組
み
に
則
っ
て
い
る
の
か
を
押
さ
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

よ
く
あ
る
誤
解
が
、「
広
告
な
ん
だ
か

ら
一
定
の
誇
張
が
あ
っ
て
当
た
り
前
。
他

社
も
し
て
い
る
し
、
こ
れ
く
ら
い
な
ら
消

費
者
が
誤
解
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う

考
え
方
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
表
示

の
受
け
手
で
あ
る
〝
一
般
4

4

消
費
者
〟
の
視

点
に
立
ち
、
表
示
の
内
容
全
体
か
ら
受
け

る
認
識
・
印
象
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ

る
か
を
消
費
者
庁
が
認
定
し
、
そ
の
上
で

実
際
と
の
違
い
が
商
品
選
択
に
影
響
を
与

え
得
る
も
の
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ

ま
す
（
資
料
1
）。

ポ
イ
ン
ト
は
、〝
一
般
4

4

消
費
者
〟
と
は

平
均
的
な
消
費
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
取
引
相
手
と
し
て
通
常
考
え
ら
れ

る
消
費
者
で
あ
れ
ば
除
外
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
そ
の
中
で
最
も
前
提
知
識
を
欠
く
者

を
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
表
示
の
内
容
全
体
か
ら
受
け
る

印
象
に
は
、
暗
示
的
な
表
示
も
含
ま
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
数
あ
る
訴
求
項
目
の
一
つ

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
項
目
が
商
品
選
択
に

影
響
を
与
え
得
る
か
ど
う
か
が
、
判
断
す

る
際
の
基
準
と
な
り
ま
す
。

口
頭
で
行
っ
た
説
明
も
景
品
表
示
法
に

お
い
て
は
表
示
に
含
ま
れ
ま
す
。
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
や
広
告
に
書
い
て
あ
る
も
の
だ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
販
売
員
が

そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
、
分
か
り
や

す
く
す
る
た
め
に
言
葉
を
シ
ン
プ
ル
に
し

て
、
そ
れ
を
強
調
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

表
示
に
な
り
得
ま
す
。
実
演
販
売
も
ラ
ジ

オ
も
同
じ
で
す
。
注
意
が
必
要
で
す
。

誤
認
さ
れ
や
す
い
「
打
消
し
表
示
」、

適
切
な
表
示
と
は

打
消
し
表
示
と
は
、
例
外
な
ど
が
あ
る

と
き
に
、
そ
の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
を
指

し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
企
業
の
景
品
表

示
法
の
担
当
者
か
ら
よ
く
受
け
る
質
問
は

次
の
二
つ
で
す
。

Q
1　

注
記
は
ど
う
い
っ
た
場
合
に
必
要

で
す
か
。
ま
た
、
ど
う
い
っ
た
点
に
注
意

を
し
た
ら
よ
い
で
す
か
。

A
1　

一
番
注
意
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
は
、
強
調
表
示
を
し
た
と
き
で
す
。
強

調
表
示
は
、
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
全

て
に
つ
い
て
無
条
件
・
無
制
約
に
当
て
は

ま
る
と
、
一
般
消
費
者
に
は
受
け
止
め
ら

れ
ま
す
。
例
外
な
ど
が
あ
る
と
き
に
は
そ

の
旨
を
注
記
す
る
こ
と
が
、い
わ
ゆ
る「
打

消
し
表
示
」
で
す
。
打
消
し
表
示
が
分
か

り
や
す
く
、
適
切
に
表
示
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
一
般
消
費
者
は
強
調
表
示
に
よ
っ

て
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
誤
認

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
打
消
し
表
示

の
存
在
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

打
消
し
表
示
の
注
意
点
は
三
つ
で
す
。

①
打
消
し
表
示
を
書
い
て
も
、
誤
認
の
お

そ
れ
を
解
消
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ

と
②
打
消
し
表
示
の
内
容
は
、
分
か
り
や
す

い
適
切
な
内
容
と
す
る
こ
と

③
打
消
し
表
示
は
、
視
認
性
の
点
で
も
、

分
か
り
や
す
く
表
示
す
る
こ
と

「
体
験
談
」
は
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
広
告
に
実
際
に
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
を
体
験
し
た
方
の
体
験
談
を
載
せ
る

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
体

験
談
に
お
い
て
、
打
消
し
表
示
と
し
て
ど

の
よ
う
な
注
記
を
す
る
の
か
は
な
か
な
か

悩
ま
し
い
問
題
で
す
。

消
費
者
庁
は
報
告
書
で
、
体
験
談
を
用

い
る
場
合
の
留
意
点
と
し
て
「
体
験
談
等

を
含
め
た
表
示
全
体
か
ら
『
大
体
の
人
に

効
果
が
あ
る
』
と
一
般
消
費
者
が
認
識
を

抱
く
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

し
、
ど
う
す
べ
き
か
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
ま
す
。

「
体
験
談
に
よ
り
一
般
消
費
者
の
誤
認
を

招
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
当
該

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
、
性
能
等
に
関

し
て
事
業
者
が
行
っ
た
調
査
に
お
け
る

（
i
）
被
験
者
の
数
及
び
そ
の
属
性
、（
ⅱ
）

そ
の
う
ち
体
験
談
と
同
じ
よ
う
な
効
果
、

性
能
等
が
得
ら
れ
た
者
が
占
め
る
割
合
、

（
ⅲ
）
体
験
談
と
同
じ
よ
う
な
効
果
、
性

松田知丈（まつだ・ともたけ）弁護士
大規模訴訟を中心に、訴訟等の紛争案件について
幅広い経験を有する。2007年森・濱田松本法律事
務 所 入 所。2019年10月 三 浦 法 律 事 務 所 入 所。
2011年〜2014年消費者庁消費者制度課（課長補
佐）及び課徴金制度検討室において執務。消費者
裁判手続特例法案の立案、景品表示法の改正（不
当表示に対する課徴金制度の導入）を担当。
現在は、消費者庁での経験を踏まえ、景品表示法
ほか、消費者契約法、特定商取引法、製造物責任法
など消費者分野を専門とし、事前相談や行政調査
対応、訴訟事件などを取り扱っている。
主な著書や論文は、「表示に関する問題から企業
を守るために留意すべきこと」（ジュリスト2015
年3月号）、商事法務『逐条解説 平成26年11月改
正景品表示法―課徴金制度の解説』（共著）など
多数。

 
 

VS VS

一般消費者が
受ける
印象・認識

比べるのはここではない

表示 実際

比べるのはここ

認定した
表示
内容

実際

違い

実際の内容をあらかじめ知っていれば、
「著しく誤認」取引に誘引されることが

通常ないであろうと認められる場合　

ⒸTomotake Matsuda

資料1．一般消費者を「著しく誤認」させる表示とは
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能
等
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
占
め
る
割

合
等
を
明
瞭
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
」。

　

つ
ま
り
、
体
験
談
は
〝
大
体
の
人
〟
に

同
様
の
効
果
が
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
認

識
さ
れ
る
た
め
、〝
大
体
の
人
〟
に
効
果

が
な
い
場
合
に
は
ど
の
程
度
の
割
合
で
効

果
が
あ
っ
た
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
打
消
し

表
示
に
は
、
試
験
を
何
百
人
規
模
で
実
施

し
た
ら
何
人
に
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
数

字
を
出
す
な
ど
、
効
果
の
発
生
確
率
に
関

す
る
誤
認
を
解
消
す
る
た
め
の
工
夫
が
必

要
と
さ
れ
ま
す
。

ま
た
強
調
表
示
と
打
消
し
表
示
が
矛
盾

し
て
い
た
り
、
打
消
し
表
示
が
専
門
用
語

で
あ
っ
て
一
般
消
費
者
が
意
味
を
正
し
く

認
識
で
き
な
け
れ
ば
、
打
消
し
表
示
の
内

容
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

Q
2　

打
消
し
表
示
を
記
載
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
問
題
と
な
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

A
2　

打
消
し
表
示
を
記
載
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
強
調
表
示
の
内
容
だ
け
で

は
一
般
消
費
者
が
誤
認
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
企
業
も
認
識
し
て
い
た
と
、
行

政
が
判
断
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
打
消

し
表
示
の
記
載
位
置
が
不
適
切
な
場
合
に

は
か
え
っ
て
不
当
表
示
と
判
断
さ
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
あ
る
広
告
に
お
い
て
強
調
表
示

を
支
え
る
情
報
と
し
て
、
打
消
し
表
示
が

記
載
さ
れ
て
い
た
場
合
（
例
え
ば
、
試
験

条
件
や
試
験
結
果
を
表
示
し
て
い
た
場

合
）
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
有
利
な
一

部
の
デ
ー
タ
の
み
が
他
の
広
告
で
強
調
し

て
引
用
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
表
示
が
不
当
表

示
と
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　表

示
に
つ
い
て
の
危
機
管
理
体
制

そ
も
そ
も
不
当
表
示
を
起
こ
さ
な
い
た

め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

不
当
表
示
が
起
き
る
パ
タ
ー
ン
は
主
に

三
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
が
、
担
当
者
の
知
識
不
足
や
ケ
ア

レ
ス
ミ
ス
な
ど
で
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、

処
分
基
準
が
厳
格
化
し
て
い
る
な
ど
法
令

や
行
政
の
動
き
に
関
す
る
情
報
を
適
時
ア

ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
こ
と
で
す
。

二
つ
目
は
、
表
示
の
内
容
の
特
定
が
甘

く
、
裏
付
け
と
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
で
す
。

広
告
の
表
示
を
、
一
般
消
費
者
が
ど
う
認

識
し
、
行
政
は
ど
う
判
断
す
る
か
を
考
え

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
表
示
を
行
う
前
に
、

表
示
内
容
の
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根

拠
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

三
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
担
当
者

の
連
携
不
足
で
す
。
納
入
商
品
の
情
報
共

有
不
足
や
事
後
的
な
変
更
な
ど
、
気
付
い

た
ら
表
示
が
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
ケ
ー

ス
も
多
々
あ
り
ま
す
。
情
報
を
き
ち
ん
と

共
有
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
情
報
伝
達

に
関
す
る
体
制
フ
ォ
ロ
ー
も
必
須
で
す
。

管
理
体
制
を
常
に
見
直
す
と
と
も
に
、

担
当
者
の
知
識
・
知
見
の
強
化
や
引
継
ぎ

が
必
要
不
可
欠
で
す
。
担
当
者
任
せ
に
す

る
こ
と
な
く
、
組
織
が
一
丸
と
な
り
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
会
社
の
部
門
間
で
連
携

す
る
、
あ
る
い
は
外
部
の
人
間
と
連
携
す

る
の
も
一
つ
の
手
だ
と
思
い
ま
す
。

景
表
法
違
反
が
疑
わ
れ
た
場
合
に
は

違
反
が
疑
わ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な

手
続
き
で
調
査
が
行
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
調
査
の
視
点
は
次
の
通
り
で
す
。
参

考
ま
で
に
言
え
ば
、
消
費
者
庁
に
よ
る
調

査
の
端
緒
は
消
費
者
か
ら
の
苦
情
や
他
社

か
ら
の
指
摘
が
大
半
で
す
。

①
表
示
内
容
の
確
定
・
媒
体
の
特
定⇒

メ

ニ
ュ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等

②
表
示
の
訴
求
内
容
の
確
認⇒

一
般
消
費

者
か
ら
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
か
を

判
断

③
訴
求
内
容
の
真
実
性
を
確
認
し
た
根
拠

資
料
の
確
認

④
当
該
表
示
で
の
販
売
期
間
・
売
上
金
額

の
確
認⇒

課
徴
金
該
当
性
判
断

⑤
実
際
の
内
容
の
確
認⇒

○
○
で
あ
る
と

表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に

は
△
△
で
あ
っ
た

こ
れ
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
初
動
対

応
を
考
え
ま
す
。
一
つ
が
、
消
費
者
庁
の

問
題
意
識
に
沿
っ
た
反
論
を
す
る
こ
と
。

認
め
る
こ
と
と
、
反
論
す
る
こ
と
を
区
別

し
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
ま
す
。
証

拠
は
何
か
、
消
費
者
庁
の
認
定
す
る
表
示

内
容
と
企
業
の
想
定
す
る
表
示
内
容
と
に

ズ
レ
が
あ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
そ

の
ズ
レ
を
表
示
の
記
載
内
容
や
モ
ニ
タ
ー

調
査
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
か
を
考
え
た

方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

二
つ
目
は
、
根
拠
資
料
を
揃
え
る
こ
と
。

追
加
根
拠
の
取
得
も
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

最
後
は
、
課
徴
金
減
免
に
向
け
て
自
主

返
金
す
る
場
合
の
準
備
で
す
。
実
際
に
は
、

自
動
車
と
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
ケ
ー
ス

で
し
か
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
要

件
が
厳
し
く
利
用
で
き
る
場
面
が
限
ら
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

行
政
庁
か
ら
措
置
命
令
案
・
課
徴
金
納
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付
命
令
案
を
提
示
さ
れ
、
弁
明
の
機
会
が

付
与
さ
れ
た
段
階
か
ら
の
挽
回
は
困
難
で

す
。
調
査
初
期
の
報
告
書
の
提
出
等
の
段

階
で
、
当
方
の
主
張
を
し
っ
か
り
と
行
う

こ
と
が
重
要
だ
と
感
じ
ま
す
。

表
示
担
当
者
に
期
待
さ
れ
る
こ
と

こ
こ
ま
で
景
品
表
示
法
の
枠
組
み
や
表

示
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
て

き
ま
し
た
。
何
よ
り
も
、
広
告
等
が
世
に

出
る
前
に
指
摘
さ
れ
な
い
よ
う
に
確
認
す

る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
行
政
か
ら
指
摘
を
受
け
や
す

い
「
リ
ス
ク
表
現
」
を
事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

し
、
そ
の
精
度
を
上
げ
、
安
定
化
を
図
る

必
要
も
あ
り
ま
す
。
広
告
は
生
ま
れ
続
け

る
た
め
、
そ
の
都
度
、
確
認
作
業
に
力
を

入
れ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

で
す
。

リ
ス
ク
の
見
極
め
と
し
て
、
営
業
リ
ス

ク
や
広
告
媒
体
の
違
い
に
応
じ
た
判
断
も

重
要
で
す
。
C
M
や
印
刷
し
た
物
が
流
れ

て
か
ら
で
は
取
り
返
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。

見
る
人
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
反
響
は
大

き
く
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
リ
ス
ク
も
踏

ま
え
た
判
断
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

問
題
が
起
き
た
と
き
に
水
際
で
食
い
止
め

る
た
め
に
は
、
広
告
を
展
開
し
た
後
の
リ

ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
重
要
で
す
。

〈出典〉
i）	消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」（令
和元年7月31日現在）、p.2「2景品表示法に基づく法的措置事件の概要（平成30年8月1
日～令和元年7月31日）」より抜粋

	 https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_190829_0001.pdf
ii）	消費者庁表示対策課「景品表示法における違反事例集」（平成28年2月）p.24、p11.より抜粋
	 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/
pdf/160225premiums_1.pdf

【参考情報】

参考1．景品表示法に基づく法的措置事件の例 i）

措置日：R1.6.28／処分行政庁：消費者庁
処分内容：措置命令／表示媒体：自社ウェブサイト

「本件商品」を一般消費者に販売するに当たり、(略)自社ウェブサイ
トにおいて、(略)「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ
月で克服！」、「太る専用プロテイン！」等と表示するなど、あたかも、
食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取
することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの
体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合
理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表
示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもの
であった。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_label-
ing/release/2019/pdf/fair_labeling_190628_0001.pdf
……………………………………………………………………………………………………………………

措置日：R1.6.26／処分行政庁：消費者庁
処分内容：課徴金納付命令／表示媒体：自社ウェブサイト

「本件商品」を一般消費者に販売するに当たり、	（略）	自社ウェブサイ
トにおいて、例えば、黒髪の人物の写真と共に、「白髪染めはしたくな
い！」、「ロマンスグレーはまだ早い！」、「艶のある漆黒に憧れる世代
の方に !!」及び「さあ !“黒活”をスタートしましょう！」等と記載するな
ど、あたかも、本件商品を摂取することで、白髪が艶のある黒髪とな
る効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合
理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表
示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもの
であった。
課徴金額：839万円
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_label-
ing/release/2019/pdf/fair_labeling_190626_0001.pdf
……………………………………………………………………………………………………………………

措置日：R1.5.24／処分行政庁：消費者庁
処分内容：課徴金納付命令／表示媒体：テレビコマーシャル

「本体商品」を一般消費者に販売するに当たり、（略）BS放送を通じ
て放送したテレビコマーシャルにおいて、例えば、「あっという間にキ
レイに！」との映像、自動車ボディの傷に当該品が塗布され、その後、
当該傷が判別できなくなる程度に消える映像及び「様々な傷が簡単
に、あっという間にキレイに」との音声等を放送することにより、あた
かも、当該品の修復性能は、自動車ボディのカラー層に至る傷に対し
て、当該品を塗布して乾かすだけで容易に当該傷を判別できなくな
る程度に消すことができるものであるかのように示す表示をしてい
た。
消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合
理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内
に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表
示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない
ものであった。
課徴金額：2845万円
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_label-
ing/release/2019/pdf/fair_labeling_190524_0002.pdf

参考2．優良誤認・有利誤認の事例	ii）

措置日：H25.11.15／対象商品又は役務：携帯電話等用ソーラー
式充電器
表示媒体：商品パッケージ、ウェブサイト

【表示】「ソーラー充電！！	最速約６～７時間で充電！！」等と記載す
ることにより、あたかも、対象商品は太陽光に当てれば表示されてい
る時間で携帯電話等の充電が完了する性能を有するかのように示す
表示。

【実際】充電完了までに要する時間は、表示されている充電時間を大
きく上回るものであり、対象商品は表示されている時間で充電が完
了する性能を有するとは認められなかった。

【違反法条】第5条（第4条第1項）第1号（優良誤認）
……………………………………………………………………………………………………………………

措置日：H23.2.4／対象商品又は役務：スーパーで販売する食料品
表示媒体：チラシ

【表示】実際の販売価格に「当店価格」と称する比較対象価格を併
記することにより、あたかも、実際の販売価格が比較対象価格に比し
て安いかのように表示。

【実際】「当店価格」と称する比較対象価格は、実際に販売する予定
の又は販売されていた対象商品の価格ではなかった。

【違反法条】第5条（第4条第1項）第2号（優利誤認）
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請」には当たらないとされています。
　しかして、一般的に、「金額」は契約の重要な要素となり
ますので、当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確
な意思表示をする前提として、金額が決まっていることがポ
イントとなるでしょう。役務提供契約の多くは、事業者が消
費者から電話を受けた段階では金額を決められず、実際に
訪問して消費者宅の状況から見積りをして金額を提示する
という流れが通常と考えられます。そして、消費者は、事業
者から示された見積金額を受けて、契約をするかどうかを
決めることになることが一般的と言えるでしょう。
　本件も、消費者の「全自動洗濯機の分解洗浄をして欲し
い」という電話は、そのために「自宅に来て、見積もりをして
欲しい」という依頼をしたと考えられますので、このように金
額が未定の段階では、「購入者が契約の申込み又は締結を
する意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の
申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場
合」には当たらないと考えられます。
　そして、「来訪要請」に該当しない場合、特商法第4条か
ら第10条までの規定は適用除外とならないこと、また、本
件では、クーリング・オフ告知のない領収書しか渡されてい
ないとのことですので、消費者はクーリング・オフの主張が
可能となり、金15,000円の返金を求めることができること
になるでしょう。
　なお、金額が未定の段階で、消費者が電話で「全自動洗
濯機の分解洗浄をして欲しい」と依頼したことは、通信販
売の申込みにも当たりません。

Q２　洗浄作業の過程において、洗浄担当者が壊した洗
濯機の修理代（メーカー担当者の出張費込み）は、当該洗

浄事業者に請求できますか。また、Q1でクーリング・オフの
主張が可能となった場合、修理代は、原状回復に伴う費用
とされるのでしょうか。
A２　本件で、原状回復は、基本的に、契約をする前の「洗
浄されていない状態」に復することを意味しますが、本件で
は、洗浄の過程で、「誤って洗濯機内部のワイヤーを切断し
てしまった」ということですので、原状回復というよりは、損
害賠償の対象となると考えられます。そして、ワイヤーの切
断により、修理が必要になったということですから、損害賠
償として、合理的な修理代（金14,000円が合理的な金額で
あれば、同金額）を請求することは可能と考えられます。

Q３　洗浄担当者が誤って洗濯機内部のワイヤーを切断し
たことによる修理に時間を要し、止むを得ず利用したコイン
ランドリーの代金5,000円は損害賠償請求の金額に含める
ことはできるでしょうか。
A３　洗浄担当者が誤って洗濯機内部のワイヤーを切断し
たことにより、洗濯機が使えなくなり、コインランドリーを利
用せざるをえなかった場合、上記Q2と同様、損害賠償とし
て、修理のために必要不可欠な最小限の期間について、必
要かつ合理的なコインランドリー代（金5,000円が修理の
ために必要不可欠な最小限の期間についての必要かつ合
理的な金額であれば、同金額）を請求することも可能と考え
られます。

※ダイレクトセリングQ&Aは、訪問販売ホットラインで受付けた相談事例
をアレンジして、法律的な解説を中心にご紹介しています。　　

高芝法律事務所
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相談事例
　10日ほど前、インターネットで「洗濯機の分解洗浄。全自
動洗濯機（縦型）￥13,000～」と掲載された事業者のホー
ムページを見て電話し、「全自動洗濯機の分解洗浄をして
欲しい」と依頼した。電話口で、事業者は作業代金の話を
しなかったので、自分も改めて作業代金を確認しないまま、
来てもらう日時を決めた。ホームページには「出張費込みで
￥13,000円～」と書いてあるし、洗浄してもらう洗濯機の型
式は古いが、シンプルな機能なので、洗浄代金は、かかって
も金1万5千～6千円程度だろうと想定していた。
　翌日、来訪した担当者は、洗濯機を見て、「この型式は
15,000円かかります」と言って、すぐ分解洗浄作業を始め
た。作業の様子は、見るからに素人のようで、担当者は慣れ
ない手付きで作業をしていた。終盤の洗濯機の組立て作業
中、「あっ」と声を出したので、何事かと尋ねると、「誤って
洗濯機内部のワイヤーを切断してしまった」とのことで、洗
濯機は動かなくなってしまった。
　担当者は、謝罪しつつも、あまり責任を感じていないよう
で、「メーカーに言えば、簡単に部品交換できる部位だから、
大丈夫ですよ。作業はしたので、洗浄代金15,000円は頂き
ます」と言って、作業代金を請求された。釈然としなかった
が、とりあえず洗浄はしてもらったので、仕方がないと思い、
代金を支払った。領収書はもらったが、書面にクーリング・オ
フの告知はなかった。
　その後、洗濯機メーカーに連絡し、修理業者に修理をし
に来てもらったところ、修理代・部品代・出張代として金
14,000円かかると言われた。さらに、交換部品が生産停止
になっていたため、部品の取寄せに日数がかかり、その間は
自宅で洗濯ができなかったので、コインランドリーの利用代

金5,000円が別途かかった。
　洗浄担当者は「簡単に直る」と言ったのに、簡単には直ら
ず、非常に不便な思いをしたことに腹が立って仕方がない。
今になると、洗浄代を支払ったことも後悔している。修理代
やコインランドリーの利用代は、洗濯機の洗浄事業者に請
求できるのだろうか。

Q１　事業者のホームページを見た消費者が、事業者に電
話して、「全自動洗濯機の分解洗浄をして欲しい」と依頼し
て、来てもらっています。当該取引は、特商法第26条第6項
第1号の「その住居において売買契約若しくは役務提供契
約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締
結することを請求した者に対して行う訪問販売」に該当し、
「来訪要請」として、特商法第4条から第10条までの規定の
適用除外となるのでしょうか。
A１　本件は、消費者の方から事業者に電話し、「全自動
洗濯機の分解洗浄をして欲しい」と依頼しています。電話
口では、金額について、事業者から説明はなく、消費者も尋
ねていませんが、実際に事業者が訪問してきて、洗濯機の
型式を見て見積りをした金額は金15,000円でした。事業者
のホームペ一ジの「全自動洗濯機（縦型）￥13,000円～」
の記載から消費者が想定していた金1万5千～6千円程度
の範囲内であったことになります。
　特商法第26条第6項第1号のいわゆる「来訪要請」につ
いては、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあら
かじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結
を行いたい旨の明確な意思表示をした場合、「請求した者」
に当たるとされています。そこで、「見積りをしてもらいたい」
「カタログを持参してほしい」などの依頼は、上記「来訪要

ネットで見た全自動洗濯機の分解洗浄を、
金額を決めずに電話で依頼した場合、
特商法の適用はあるのか
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　9月、当協会は『訪問販売ホットライン受付概要2018年
度』を公表しました。概要は次のとおりです。

受付件数、対前年度1.9％増加

　本年度の相談受付件数は381
件で、前年度の374件に比べて
1.9％増加しました。正会員・非
会員別では、正会員が152件（前
年度100件）、非会員が229件（同
273件）、不明は0件（同1件）で
した。
　法律定義による取引方法別の受付件数は、「訪問販売」
が211件（構成比55.4％）、「連鎖販売取引」が109件（同
28.6％）、「特定継続的役務提供」が25件（同6.6％）、「電話
勧誘販売及びその他の取引」が36件（9.4％）でした。

問題性有無分析、問題性「あり」が増加

　相談内容の「問題性の有無」による分析では、問題性「な
し」が253件（構成比66.4％）、問題性「あり」が128件（同
33.6％）となりました。なお、前年度は受付件数374件のうち、

「なし」が266件（同71.1％）、「あり」は108件（同28.9％）でした。
　問題性「なし」は、いわゆる「問合せ」のことで、この「問合せ」
の内容を大きく9項目に分類・複数集計して傾向をみると、1位が

「法解釈187件（前年度161件）、2位が「協会について」143件（同
173件）、3位が「解約について」106件（同110件）でした。
　また、1位「法解釈」の問合せ内容の大半は、「処理方針」や

「過量販売」に関するものでした。2位「協会について」は、「協
会の位置付け」や「会員照会」が多くありました。
　相談者別では、「消費生活センター等の団体」からの問合せ
の上位は、「事業者情報の照会」、「法解釈」、「過量販売につい
て」等でした。一方、「事業者」からの問合せは「特商法」に関
するもので、特に「契約書面」（記載内容等）が最多となりました。

問題性「あり」1位は、「消費者志向が不十分」

　問題性「あり」の傾向を大分類7項目、複数集計でみると、

『訪問販売ホットライン相談受付概要 
2018（H30）年度』を公表

1位は「消費者志向が不十分」82件（前年度66件）、2位は「勧
誘行為に関する問題」51件（同42件）、3位は「説明に関す
る問題」45件（同26件）でした。
　1位「消費者志向が不十分」の細分類では、「消費者窓口
の対応に問題がある」が最も多く、他に「販売員の資質」や

「販社の管理体制」等があがりました。

品目別の問題事例では、健康食品が増加

　全受付件数381件を商品・役務・権利の品目別で、問題性
「あり」128件の傾向を分析しました（図2）。　
　昨年度に続き1位となったのは「健康食品」38件（前年度
21件）でした。2位は「教材（含指導付）」14件（同13件）、3
位は「住宅リフォーム」12件（同17件）となりました。
　今年度の品目別の傾向は近年と異なり、上位の常連だった

「新聞」や「住宅リフォーム」が下位になる一方で、「洗剤」や
「浄水器・整水器」が上位に顔を出しています。
　前年度より増えた品目は、「健康食品」（前年度21件→今
年度38件）、「教材（含む指導付）」（同13件→同14件）、「洗
剤類」（同0件→同11件）、「浄水器・整水器」（同1件→同9
件）。　前年度より減ったのは「住宅リフォーム」（同17件→
同12件）、「新聞」（同17件→同3件）でした。

図 1　正会員・非会員別割合　

非会員
60.1％

正会員
39.9％

不明 0％

図2　商品・役務・権利別受付件数と問題性件数ランキング　
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I N F O R M A T I O N

【協会関係】
7月 4日　第124回消費者担当者講習会
12日　第15回特定商取引法研究会
18日　令和元年度第1回弁護士電話相談会
22日　改正消費者契約法説明会（東京）
26日　改正消費者契約法説明会（大阪）
30日　第125回消費者問題委員会

8月 9日　第4回消費者救済に係る審査委員会
9月 5日　総務正副委員長会

9月13日　第14回広告表示研究会
19日　令和元年度コンプライアンスセミナー〈東京〉
26日	 〃　　　　　　　　　　　　〈大阪〉
27日	 〃　　　　　　　　　　　　〈高松〉
25日　第155回広報委員会

【対外活動】
7月23日　宮城県ヒアリング
9月20日	　第11回10団体連絡協議会
30日　佐野市市民講座

会員数：150社　正会員：119社　賛助会員：31社（23社・8団体）（2019年9月末日現在）

JDSAダイアリー（2019年7月～9月）

令和元（2019）年度
コンプライアンスセミナー報告
　当協会では、訪問販売を行う事業者及び製造・卸業者等
を対象に、東京（9月19日）、大阪（9月26日）、高松（9月27日）
の3会場で、コンプライアンスセミナーを開催しました。
　講義は、①特商法における訪販・連鎖の規制のポイント
と処分事例（講師：消費者庁取引対策課又は経済産業局）、
②企業における苦情対応とリスクマネジメント（講師：柴田
CSマネジメント）をテーマに行いました。

第11回「10団体連絡協議会」開催報告
　9月20日、第11回「10団体連絡協議会」を開催しました。
構成団体の自主的取組及び課題解決に係る情報等を共有
することで、各団体の自主的取組の向上を目指して活動し
ています。今回の主なテーマは、改正消費者契約法でした。

「訪問販売員指導者資格」講座のお知らせ
　令和元（2019）年度の資格講座と資格試験のお申込み
を受付けています。
　お申込みには、当協会会員の推薦が必要で、各地区とも
定員になり次第、締切りますのでご注意ください。
　この「訪問販売員指導者資格」制度は、当協会が1994
年度から実施している資格制度で、企業内において訪問販
売員を教育・指導・管理する指導者を認定しています。　
講座後の試験に合格した者には、有効期限3年の「訪問販
売員指導者資格証」が交付されます。
　昨年度は199人が受講し、98人が合格（合格率49.2％）
しました。

新規入会　正会員
パスウェイ株式会社　https://path-way.co.jp/　
所在地： 宮城県仙台市　事業内容 ： 学習教材・英語教材

●開催地（会場）と開催日
開催地（会場） 新規受講（令和元年）再受講※（令和2年）

東京①（全国家電会館） 11月25日（月） 1月29日（水）
東京②（全国家電会館） 11月26日（火） 2月3日（月）
大阪（大阪コロナホテル） 12月4日（水） 2月6日（木）
福岡（福岡朝日ビル） 12月12日（木） 2月13日（木）

※再受講は今年度の新規受講にお申込みいただき、欠席又は不合格と
なった方が対象です。

　国民生活センターは8月8日、『2018年度の PIO-NETに
みる消費生活相談の概要』を発表しました。
　報道発表資料によると、傾向と特徴について次のように
述 べ て い ま す。「相 談 件 数 は991,575件 で2017年 度

（941,341件）に比べ増加した。架空請求の増加が影響して
いる」としています［p.1］。なお、「訪問販売」＊1は76,602件
で、前年度の78,108件から1,506件減少しました［p.7］。
　また、「主な販売方法・手口別にみた相談の特徴の順位は
前年度と同じで、1位「インターネット通販」、2位「かたり商法

（身分詐称）」、3位「電話勧誘販売」、4位「家庭訪販」でした。
　4位の「家庭訪販」＊2の件数は48,735件で、前年度の
49,722件から987件減少しました。「家庭訪販」の主な商
品・役務別の順位は、1位が「新聞」、2位と3位は特商法・
訪問販売の適用がない「放送サービス」と「インターネット
接続回線」で、いずれも前年度から減少しました。4位は

「修理サービス」、5位は「屋根工事」で、ともに前年度より増
えました（下表参照）。
＊1 この集計では、「訪問販売」に「家庭訪販」「アポイントメントセールス」等の他、特商法・

訪問販売の適用を受けない「放送サービス」や「インターネット接続回線」等を含む。
＊2 この集計でいう「家庭訪販」とは、「訪問販売」＊1の中の販売方法の一形態で、販売

業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。

『18年度のPIO-NETにみる
消費生活相談の概要』（国民生活センター）

主な商品・役務 年度 2017年度 2018年度 対前年度
件数 49,722件 48,735件 -987件

1	新聞 5,619件 5,166件 ⬇-453件
2	放送サービス☆ 5,718件 4,825件 ⬇-893件
3	インターネット接続回線☆ 2,884件 2,778件 ⬇ -106件
4	修理サービス 2,287件 2,680件 ⬆		393件
5	屋根工事 1,939件 2,437件 ⬆		498件

※1  p.10「表4 上位販売方法・手口別にみた相談の特徴（2018年度）」を基に独自に作表
　　http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190808_3.pdf
※ ｢1.放送サービス｣と｢3.インターネット接続回線｣ は、家庭を訪問して販売される商品・役

務で あるが、特商法・訪問販売の適用除外となっている。

●｢家庭訪販｣の商品・役務等の特徴 ※1
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